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２０２５年５月 ご注意いただくポイント

 

（2-７）口腔清潔（2-8）洗顔（2-9）整髪 

（介助の方法） 

   行為の開始を促す声かけは評価に含みません。 

   行為を行う中で発生する声かけ、指示や確認が行われている場合に 

「一部介助」を選択します。 

【特記事項例】 

 ✕「認知症があり自発的に歯磨きや洗顔をせず、髪をとかさないため、 

  妻が声かけを行っている。」 

「声かけを行っている」だけでは「一部介助」を選択できません。 

行為を開始する声かけか、行為中の動作についての声かけか、 

踏み込んだ記載が必要です。 

 

        

 

 ●「認知症があり自発的に歯磨きや洗顔をせず、髪をとかさないため、 

妻が声かけを行う。洗面所に行けば一人で歯磨き洗顔、ブラッシン 

グを行っている。『介助されていない』を選択。」 

   ●「認知症があり自発的に歯磨きや洗顔をせず、髪をとかさない。 

途中でやめないよう、妻が横について一つ一つの動作の声かけを行っ 

ている。『一部介助』を選択。」 

 

   

                     

    

声かけしている、だけでは 

ダメなんだって。 

どんな声かけが行われているか、 

わかるように書いてください。 

 

書いてください。 


